
⽇本キャンサーケアヨガ協会受講規約 
 
⽇本キャンサーケアヨガ協会の講座にお申込みいただくには、以下の講座受講規約に従っ
ていただきますのであらかじめ内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上でお申込み
下さいますようお願いいたします。 
 
本講座の受講申込み後、受講料の決済が完了した時点で本規定を了承したものとみなしま
す。 
 
第１条 
本規約は⽇本キャンサーケアヨガ協会（以下「弊協会」）が主催するすべての講座、及び弊
協会認定インストラクターが開催する全ての講座（以下、「本講座」）を対象として効⼒が⽣
じます。 
 
第２条 

１，本講座の受講申込みは、本規約の内容を理解し、かつ了承した上で、弊協会が定め
る所定の⽅法に従って⾏うものとします。 
 
２，申込み者による申込み内容の不備、誤記、虚偽等（例：連絡先誤記による弊協会か
らの連絡の不送達等）による不利益については、弊協会は責任を負いかねます。 
 

第３条 
１， 受講料 
受講料の額は、講座ごとに定めるものとします。なお、講座の内容によっては当該受講
料の他に受講に必要なものに関する費⽤が発⽣することがあります。 
 
２， 決済⽅法 
（１） 本講座の受講料の決済⽅法は弊協会本部または認定インストラクターが定める

⽅法で⾏うものとします。 
    

（２） 弊協会主催の講座の場合は、申込み者は受講料の全額を弊協会が指定する銀⾏
⼝座へ振り込む⽅法で⽀払うものとします。 
認定インストラクターや外部講師の講座の場合は、別途認定インストラクター
や講師が指定する銀⾏⼝座へ振り込む⽅法で⽀払うものとします。 
なお、いずれも振込⼿数料は申込み者の負担とします。 
 



 
（３） 受講料の⽀払い⽅法は、受講申込み後に弊協会または担当インストラクターよ

りメール等にて知らせるものとします。 
 
３， キャンセル料 

 
本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発⽣します。なお、本講座
が２⽇以上に亘り開催される場合は「講座開講⽇」とは最初の講座実施⽇を指しま
す。 
また、本講座のキャンセル通知があった時点とは、メール、郵送その他明確な⽅法
による通知が弊協会または認定インストラクターに到達し、弊協会または認定イ
ンストラクターが覚知した時点をいいます。 

 
【本講座開催⽇前の解約・返⾦について】 
 

（１） 講座開催⽇の７⽇前までであれば、理由の如何を問わず、申込者からのお申し出
により、解約・返⾦させていただきます。 
それ以降の解約・返⾦につきましては、下記の通りに対応します。 
 
本講座開催⽇までの⽇数とキャンセル料 
〜７⽇前まで →なし（全額返⾦） 
〜前⽇（本講座開始の２４時間前）まで →受講料の 50％ 
〜当⽇（本講座開始まで、または開講後） →受講料の 100％ 

 
（２） 原則として、受領済み受講料の全額または 50％を銀⾏振込にて返⾦します。 

返⾦処理にかかる銀⾏振込⼿数料は申込み者負担とさせていただきますので、ご
了承ください。 

  
【本講座開講⽇以降の解約・返⾦について】 

（１） 本講座開講⽇以降の解約・返⾦には⼀切応じかねます。 
本講座は全受講期間を⼀括しての申込みとなっており、講座開講⽇以降の解約や
⼀部⽋席の場合の返⾦は対応いたしかねます。 

 
４， 受講契約の成⽴ 

   
  本講座の受講申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成⽴するものとし



ます。 
 
第４条 
１， 本講座の振替・休講・変更 

（１） 本講座開始後、受講者が講座に出席できない場合において弊協会または担当イ
ンストラクターが認める場合は、別の⽇程をもって開催される同⼀の内容の講
座に振替えて出席することができます。ただし、振替希望は原則２⽇前までに
申し出ることとします。 
 

（２） 地震・⽕災・停電等の災害が発⽣した場合、交通機関が運休・遅延した場合、
担当インストラクターが急病の場合、その他やむを得ない事情により休講、講
義⽇程・担当インストラクターの変更等が⽣じる場合があります。 

 
（３） 機器の故障や通信回線の異常等のやむを得ない事情が⽣じた場合、提供する講

座等の運営を⼀時的に停⽌する場合があります。 
 

（４） 前記（１）〜（３）に掲げる事情により、振替や休講・講義⽇程の変更が⽣じ
た場合または受講者が講義を⽋席された場合に、受講者に⽣じた損害について
弊協会、担当インストラクターはその賠償の義務を負いかねますので、あらか
じめご了承ください。 

 
２， 本講座 

（１） 本講座はヨガインストラクターとして、ある程度のレッスン経験がある⽅を対象
にした講座内容です。（スクールや資格の種類は問いません）がん患者さんにヨガ
の指導をする⽬的で⾏う講座のため、⼀般の⽅へのヨガレッスンは⼗分にできる
ことを前提としています。 

 
（２） 原則、お⼦様同伴での本講座の受講はできません。（この場合の⼦供とは 12 歳未

満である事とします） 
 

３， 講座修了等の要件 
 

（１） 本講座を履修の上、所定の要件を満たした⽅のみ修了となります。各試験におい
て各講座の定める規定に満たない場合は再試験となります。 

 
（２） 前項の再試験は、弊協会の判断のもとに実施するものとし、実施⽅法や実施場所



はその都度、弊協会が指定します。 
 

４， 資格の認定 
 
受講後は希望者には年間登録料（12,000円/年）をお⽀払いいただくことで、弊協会に
加⼊することができます。ただし初年度は⽉ 1,000 円の計算で３⽉までを⼀括でお⽀
払いいただきます。 
登録者は弊協会の登録インストラクターとして、ホームページで写真・お名前・お住い
のエリアなど簡単なプロフィールを紹介します。⽉ 1 回開催予定のキャンサーケアヨ
ガの勉強会やシェア会に無料で参加することができます。但し、医療従事者を含む勉強
会は別途費⽤がかかります。 
会員資格の更新については個⼈の意思とします。 
 
第 5 条 著作物について  
 

１.弊協会が受講者に提供する教材（医療従事者の講義動画・講義内容のハンド
アウト資料・テスト・zoomでの実技講座、その複製物およびその他⼀切の著作
物以下、「弊協会教材等」）に関する著作権、その他知的財産権は弊協会または権
利者に帰属します。 
 
受講者が弊協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する⾏為（次に掲げる
⾏為を含むがこれらに限らない）を⾏うことを禁じます。 
 
（１） 弊協会教材等は、受講者⾃⾝が学習する⽬的以外に使⽤および複製する

ことはできません。 
弊協会教材等の内容および弊協会教材等の内容の引⽤範囲を超えての、
⾃⼰または第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネッ
トを通して公衆に送信する⾏為・著作物に掲載する⾏為 
 

（２） 弊協会教材等および複製物を第三者に販売（オークションへの出品を含
む）、贈与、配布、貸与（有償・無償を問わない）する⾏為 

 
（３） 本講座において弊協会および担当講師・担当インストラクターの許可な

く講義内容等を収録（録画・録⾳・撮影等）する⾏為 
 

（４） その他、弊協会の著作権その他知的財産権等の権利（法的に保護された



利益も含む）を侵害する⾏為 
 

（５） 前記（１）〜（４）に違反した場合は、弊協会の指⽰に従い著作権を侵害
しているものを破棄するなど適切な処理をするものとします。 

 
1.弊協会および担当講師やインストラクターが受講⽣に提供する本講座でお伝
えする内容（知識や技術）全ての著作権、その他知的財産権は弊協会に帰属して
います。 

   
本講座で提供する弊協会教材等や情報・技術に基づくと思われる類似内容の講
座の開講や書籍の出版、あるいは類似技術による指導等の⾏為は有償・無償に問
わず⾏う事はできません。 
⼜、弊協会教材等を⽤いて特許権・意匠権・商標権などの知的財産を⾃⼰または
第三者をして権利化してはならないものとします。 
 
これに違反した場合は、直ちに差し⽌めを求め損害賠償を求めるとともに、しか
るべき法的措置をとらせていただきます。 
 
第６条 秘密保持 
 
受講者は本講座を受講するにあたり、弊協会によって開⽰された弊協会固有の
技術上、運営上その他事業の情報ならびに他の受講者より開⽰されたそのプラ
イバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使⽤しまた
は第三者に開⽰することを禁じます。 
前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとします。 
 
第７条 取得資格の失効・解約 
 
万⼀、 
・当規約もしくは法令等に違反する⾏為があった場合 
・弊協会または弊協会の利害関係⼈に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実が
ある場合 
・本講座の受講申込みその他、弊協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 
・弊協会の事業活動を妨害する等により、弊協会の事業活動に悪影響を及ぼした
場合 
・その他社会通念上のルールを著しく逸脱した⾏為等があったと弊協会が判断



した場合、弊協会は何ら通知催告する事なしに受講者との受講契約を即時解約
し、本講座の受講資格および取得した資格を失効し、その後当該講座ならびに弊
協会の如何なる講座への⽴ち⼊りを禁⽌します。 
 
また失効した場合においても、受講料の返⾦はしないものとします。 
 
第８条 損害賠償 
 
受講者は、本規約および法令の定めに違反した事により、弊協会および講師・イ
ンストラクターを含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任
を負うものとします。 
 
第９条 免責事項 
 
１， 弊協会の本講座等をご利⽤になり、その結果として受講⽣の知識・技術等

の向上、就職・転職等の⽬的が達成出来なかったとしても、弊協会は⼀切の
責任を負いかねます。（本講座の受講において知り得た内容につき、その完
全性・有⽤性・正確性・将来の結果等について、弊協会および講師やインス
トラクターに⼀切の責任を求めない事） 

 
２， 本講座の遅滞、変更、中断、中⽌、情報等の流失または消失その他本講座

に関連して発⽣した受講者または第三者の損害について弊協会は⼀切の責
任を負いかねます。 

 
３， 弊協会が⾏う各種サービスについては、弊協会所定の⽇数により⼿続き

させていただきますのであらかじめご了承ください。これによる不利益につ
いて弊協会は⼀切の責任を負いかねます。 

 
    第１０条 条項等の無効 
     
    本講座の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効である

と判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効⼒は影響を受けないも
のとします。 

  
    第１１条 規約の変更 
 



１， 当規約は予告なく変更する事があります。 
２， 強⾏法規の改定等により当規約の⼀部が同法規に抵触する場合には、当該部

分を同法規の定めに従い変更します。 
 

    第１２条 準拠法および合意管轄 
    

１， 当規約に関する準拠法は、すべて⽇本国の法令が適⽤されるものとします。 
 

２， 本規約を巡る⼀切の紛争は⻄宮簡易裁判所または神⼾地⽅裁判所を第⼀審の
専属管轄裁判所とします。 

 
    第１３条 協議事項 
     

本規約の解釈について疑義が⽣じた場合または定めのない事項については、信義
誠実の原則に従い協議の上円滑に解決を図るものとします。 
 
【施⾏⽇】 
 
 令和３年 ９⽉ １⽇施⾏ 

  
 
 
 
 

 


